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   ○鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則 

平成 26 年３月 28 日 

規則第 12号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例（平成 26 年鴨川市条

例第２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

 （条例第２条第５号に規定する投下固定資産） 

第３条 条例第２条第５号に規定する当該事業所の操業を開始する日までに新たに取得

したものは、操業を開始する日の５年前から操業を開始する日までに取得した投下固定

資産（譲渡することを目的として取得したものを除く。）とする。 

 （条例第３条第１項の規則で定める事業） 

第４条 条例第３条第１項の規則で定める事業は、次の各号に掲げる事業を除くすべての

事業とする。 

 (１) 鴨川市暴力団排除条例（平成 24 年鴨川市条例第 20 号）第２条第１号に規定する

暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員等が運営に関与していると認められる

事業 

 (２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

第２条第１項に規定する風俗営業を行うことを主たる目的とする事業及び同条第

５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第 11 項に規定する接客業務受託営業

を行う事業 

 (３) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業 

 （条例第３条第１項に規定する新規雇用者の人数） 

第５条 条例第３条第１項に規定する市長が奨励措置の対象とする企業を指定する場合

の新規雇用者の人数は、企業が新設し、又は増設した事業所の操業を開始した日におけ

る人数とする。 

 （指定の申請） 

第６条 条例第３条第２項の規定により指定の申請をしようとする企業は、新設又は増設

に係る事業所の操業を開始する予定期日の 90 日前から 30日前までに、鴨川市企業立地

奨励措置指定企業指定申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限り

でない。 

 (１) 法人の登記事項証明書及び定款若しくはこれに類するもの又は住民票の写し 

 (２) 事業の概要を説明する書類 

 (３) 事業所の位置図及び配置図 

 (４) 投下固定資産の取得に係る契約書の写し又はその他取得額を証する書類 
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(５) 新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類 

(６) 新規雇用者との雇用契約書の写し 

 (７) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写し 

 (８) 鴨川市企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書（別記第２号様式） 

(９) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （指定の通知） 

第７条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の可否を

決定するものとする。 

２ 市長は、条例第３条第１項の規定により指定の可否を決定したときは、鴨川市企業立

地奨励措置指定企業指定（却下）通知書（別記第３号様式）により当該申請者に通知す

るものとする。 

 （変更事項の届出） 

第８条 条例第３条第１項の規定により指定を受けた企業（以下「指定企業」という。）

は、第６条の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに鴨川市企業立地奨

励措置指定企業変更届出書（別記第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （操業開始の届出） 

第９条 指定企業は、新設又は増設に係る事業所の操業を開始した日から 30 日以内に、

鴨川市企業立地奨励措置指定企業操業開始届出書（別記第５号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

 （企業立地奨励金の交付申請） 

第 10 条 条例第４条第１号に規定する企業立地奨励金の交付を受けようとする指定企業

は、交付の対象とする期間における各年度分の固定資産税を完納した日の属する各年度

の３月 10 日までに、鴨川市企業立地奨励金交付申請書（別記第６号様式）に、次に掲

げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (１) 投下固定資産に係る固定資産税の納税通知書（課税明細書を含む。）の写し 

 (２) 投下固定資産に償却資産が含まれる場合にあっては、償却資産申告書（種類別明

細書を含む。）の写し 

(３) 交付申請時における新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類 

 (４) 交付申請時における新規雇用者との雇用契約書の写し 

 (５) 交付申請時における新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業

主通知用）の写し 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （企業立地奨励金の交付決定及び通知） 

第 11 条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

企業立地奨励金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により企業立地奨励金の交付の可否を決定したときは、鴨川市企

業立地奨励金交付可否決定通知書（別記第７号様式）により、当該指定企業に通知する

ものとする。 
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 （企業立地奨励金の交付請求） 

第 12 条 前条第２項の規定により企業立地奨励金の交付を可とする決定の通知を受けた

指定企業が企業立地奨励金の交付を請求しようとするときは、当該通知を受けた日から

30 日以内に、鴨川市企業立地奨励金交付請求書（別記第８号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

 （企業立地奨励金の端数処理） 

第 13 条 条例第５条第１項の収納された指定企業の固定資産税の額（投下固定資産に係

る部分に限る。）に相当する額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。 

 （雇用促進奨励金の交付申請） 

第 14 条 条例第４条第２号に規定する雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定企業

は、新設又は増設に係る事業所の操業を開始した日から起算して１年を経過した日から

30 日以内に、鴨川市雇用促進奨励金交付申請書（別記第９号様式）に、次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (１) 指定企業が新設し、又は増設した事業所の操業を開始した日から１年を経過した

日における新規雇用者との雇用契約書の写し 

(２) 前号に規定する新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通

知用）の写し 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （雇用促進奨励金の交付決定及び通知） 

第 15 条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

雇用促進奨励金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により雇用促進奨励金の交付の可否を決定したときは、鴨川市雇

用促進奨励金交付可否決定通知書（別記第 10 号様式）により、当該指定企業に通知す

るものとする。 

 （雇用促進奨励金の交付請求） 

第 16 条 前条第２項の規定により雇用促進奨励金の交付を可とする決定の通知を受けた

指定企業が雇用促進奨励金の交付を請求しようとするときは、当該通知を受けた日から

30 日以内に、鴨川市雇用促進奨励金交付請求書（別記第 11 号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

 （条例第６条に規定する新規雇用者の人数） 

第 17 条 条例第６条に規定する指定企業が新設し、又は増設した事業所の操業を開始し

た日から１年を経過した日における人数は、当該指定企業が当該事業所の操業を開始し

た日における新規雇用者の人数を上限とする。 

 （指定企業状況報告） 

第 18 条 指定企業は、奨励措置の対象年度となる最終年度の翌年度から指定が終了する

日の属する年度までの間、当該指定に係る事業の各年度の１月１日における新規雇用者

及び投下固定資産の状況について、当該年度の１月末日までに、鴨川市企業立地奨励措
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置指定企業状況報告書（別記第 12 号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

 (１) 新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類 

 (２) 新規雇用者との雇用契約書の写し 

 (３) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写し 

 (４) 投下固定資産に変更がある場合にあっては、当該変更を証する書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （地位承継の承認申請） 

第 19 条 条例第７条の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、鴨川市企

業立地奨励措置指定企業地位承継承認申請書（別記第 13 号様式）に、次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (１) 指定企業の事業を承継した事実を証する書類 

 (２) 鴨川市企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書（別記第２号様式） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定企

業の地位の承継の認否を決定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により指定企業の地位の承継の認否を決定したときは、鴨川市企

業立地奨励措置指定企業地位承継承認（不承認）決定通知書（別記第 14 号様式）によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

 （指定の取消し等） 

第 20 条 市長は、条例第８条第１項の規定により指定企業の指定を取り消し、又は停止

したときは、鴨川市企業立地奨励措置指定企業指定取消（停止）通知書（別記第 15 号

様式）により、当該指定企業に通知するものとする。 

２ 市長は、指定企業が事業所の操業を休止し、条例第８条第１項の規定により当該指定

企業の指定を停止した場合において、当該休止の日から１年を経過してもなお当該事業

所の操業が再開されないときは、当該指定企業の指定を取り消すことができるものとす

る。 

 （奨励金の返還） 

第 21 条 市長は、条例第８条第２項の規定により奨励金を返還させようとするときは、

鴨川市企業立地奨励措置奨励金返還通知書（別記第 16 号様式）により、当該企業に通

知するものとする。 

２ 条例第８条第２項の規定により奨励金を返還させる場合の返還させる奨励金の額は、

交付した奨励金の額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、当該右欄に定める率を

乗じて得た額とする。ただし、同条第１項第４号に規定する事由により指定を取り消し

た場合の返還させる奨励金の額は、交付した奨励金の額とする。 

奨励金の交付の決定の日から指定の取消しの日までの期間 率 
１年未満 10／10 

１年以上２年未満 ８／10 
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２年以上３年未満 ６／10 

３年以上４年未満 ４／10 

４年以上５年未満 ２／10 

３ 前条第２項の規定により指定企業の指定を取り消したことを理由として条例第８条

第２項の規定により奨励金を返還させる場合の前項の規定の適用については、同項の表

中「指定の取消しの日」とあるのは、「事業の操業の休止の日」とする。 

（操業の廃止等の届出） 

第 22 条 指定企業は、事業所の操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生し

た日から 10 日以内に、鴨川市企業立地奨励措置指定企業操業廃止（休止）届出書（別

記第 17 号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 事業所の操業を休止した指定企業は、事業所の操業を再開したときは、その事実が発

生した日から 10 日以内に、鴨川市企業立地奨励措置指定企業操業再開届出書（別記第

18 号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 操業再開時における新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類 

 (２) 操業再開時における新規雇用者との雇用契約書の写し 

 (３) 操業再開時における新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業

主通知用）の写し 

 (４) 投下固定資産に変更がある場合にあっては、当該変更を証する書類 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （審議会の庶務） 

第 23 条 条例第 10 条の規定により設置する鴨川市企業立地促進審議会の庶務は、企画政

策課において処理する。 

 （補則） 

第 24 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 （鴨川市企業等誘致に関する条例施行規則の廃止） 

２ 鴨川市企業等誘致に関する条例施行規則（平成 17 年鴨川市規則第 112 号）は、廃止

する。 
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別 記 
 第１号様式（第６条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励措置指定企業指定申請書 

 
                               年  月  日  
 （あて） 
 鴨川市長 
                     住所又は所在地 
                 申請者 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 指定企業として指定を受けたいので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例第３

条第２項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 
記 

名称  
事業  

事業所 

所在地 鴨川市 
区分 新設・増設 
操業開始予定日     年  月  日 

土地                   円 
家屋                   円 
償却資産                   円 

投下固定資産の

額 

合計                   円 
新規雇用者数               人 
添付書類 (１) 法人の登記事項証明書及び定款若しくはこれに類するもの又

は住民票の写し 

(２) 事業の概要を説明する書類 

(３) 事業所の位置図及び配置図 

(４) 投下固定資産の取得に係る契約書の写し又はその他取得額を

証する書類 

(５) 新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類 

(６) 新規雇用者との雇用契約書の写し 

(７) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業

主通知用）の写し 

(８) 鴨川市企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書（別

記第２号様式） 

(９) その他市長が必要と認める書類 
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 第２号様式（第６条、第 19 条関係） 
 

鴨川市企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書 
 

年  月  日 
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                 申請者 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
     年  月  日付け、鴨川市企業立地奨励措置指定企業の指定（地位承継の承

認）の申請に当たり、下記の対象市税等について滞納がないことを誓約します。 
また、指定企業の指定が終了する日まで、対象市税等の納付状況を調査することについ

て同意します。 
 

記 
 
１ 対象市税等  
  (１) 法人の場合 

市税、水道料金、その他市に納付すべき使用料等 
  (２) 個人の場合 

市税、国民健康保険税、介護保険料、給食費、保育料、水道料金、その他市に

納付すべき使用料等 
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第３号様式（第７条関係） 
 

鴨川市企業立地奨励措置指定企業指定（却下）通知書 
 
                               第     号  
                               年  月  日  
 
          様 
 
                      鴨川市長          印   
 
 
     年  月  日付けで申請のあった指定企業の指定については、下記のとおり

指定（却下）したので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則第７条第２

項の規定により、通知します。 
 

記 
 
１ 指定 

氏名又は名称 
（代表者氏名） 

 企業 

住所又は所在地  
名称  
事業  

事業所 

所在地 鴨川市 
区分 新設・増設 
指定期間     年  月  日から    年  月  日まで 

 
２ 却下の理由 
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第４号様式（第８条関係） 
 

鴨川市企業立地奨励措置指定企業変更届出書 
 
                               年  月  日  
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                指定企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 
     年  月  日付けで指定の申請をした事項に変更が生じたので、鴨川市企業

立地及び雇用の促進に関する条例施行規則第８条の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

記 
指定年月日及び番号    年  月  日  第  号 

名称  
事業  

事業所 

所在地 鴨川市 
変更事項 
 
 
 
 

【変更前】         【変更後】         

年月日     年  月  日 変更 
理由  

備考 変更を証する書類を添付すること。 
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第５号様式（第９条関係） 
 

鴨川市企業立地奨励措置指定企業操業開始届出書 
 
                               年  月  日  
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                指定企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 
 事業所の操業を開始したので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則第

９条の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

記 
指定年月日及び番号    年  月  日  第  号 

名称  
事業  

事業所 

所在地 鴨川市 
操業開始年月日     年  月  日 
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第６号様式（第 10 条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励金交付申請書 

 
                               年  月  日  
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                指定企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 
 企業立地奨励金の交付を受けたいので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施

行規則第 10 条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 
 

記 
交付申請額         円（第  年目） 
指定年月日及び番号    年  月  日  第  号 

名称  
事業  

事業所 

所在地 鴨川市 
奨励金の算出根拠 投下固定資産に係る固定資産税収納額 

           円 
交付申請時における新

規雇用者数 
              人 

添付書類 (１) 投下固定資産に係る固定資産税の納税通知書（課税明

細書を含む。）の写し 

(２) 投下固定資産に償却資産が含まれる場合にあっては、

償却資産申告書（種類別明細書を含む。）の写し 

(３) 交付申請時における新規雇用者の住所、氏名、生年月

日を記した書類 

(４) 交付申請時における新規雇用者との雇用契約書の写

し 

(５) 交付申請時における新規雇用者の雇用保険被保険者

資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写し 

(６) その他市長が必要と認める書類 
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第７号様式（第 11 条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励金交付可否決定通知書 

 
                               第     号  
                               年  月  日  
 
          様 
 
                      鴨川市長          印   
 
 
     年  月  日付けで申請のあった企業立地奨励金については、下記のとおり

交付決定（却下）したので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則第 11

条第２項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 交付決定額                 円（第  年目分） 
 
２ 却下の理由 
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第８号様式（第 12 条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励金交付請求書 

 
                               年  月  日  
 
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                指定企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 
     年  月  日付け  第  号をもって交付決定のあった企業立地奨励金

について、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則第 12 条の規定により、

下記のとおり請求します。 
 

記 
 
交付請求額            円（第   年目） 
 
（振込先） 
(１) 金融機関名  支店等  
(２) 口座種別 普通・当座 
(３) 口座番号  
(４) フリガナ  
   口座名義  
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第９号様式（第 14 条関係） 

 
鴨川市雇用促進奨励金交付申請書 

                               年  月  日  
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                指定企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 雇用促進奨励金の交付を受けたいので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施

行規則第 14 条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 
記 

１ 交付申請額等 
交付申請額            円 
指定年月日及び番号    年  月  日  第  号 

名称  
事業  

事業所 

所在地  
操業開始年月日     年  月  日 
新規雇用者数               人 

（操業開始日における新規雇用者の人数を上限とする。） 
奨励金の算出根拠          人×10 万円 
添付書類 (１) 新規雇用者との雇用契約書の写し 

(２) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通

知書（事業主通知用）の写し 
(３) その他市長が必要と認める書類 

 
２ 新規雇用者名簿 
番号 雇用年月日 氏名 生年月日 住所 雇用保険番号 
      
      
      
      

備考 新規雇用者とは、指定企業が新設し、又は増設した事業所の操業を開始した日から 

１年を経過した日における新規雇用者をいう。
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第 10 号様式（第 15 条関係） 

 
鴨川市雇用促進奨励金交付可否決定通知書 

 
                               第     号  
                               年  月  日  
 
          様 
 
                      鴨川市長          印   
 
 
     年  月  日付けで申請のあった雇用促進奨励金については、下記のとおり

交付決定（却下）したので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則第 15

条第２項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 交付決定額                 円 
 
２ 却下の理由 
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第 11 号様式（第 16 条関係） 

 
鴨川市雇用促進奨励金交付請求書 

 
                               年  月  日  
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                指定企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 
     年  月  日付け  第  号をもって交付決定のあった雇用促進奨励金

について、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則第 16 条の規定により、

下記のとおり請求します。 
 

記 
 
交付請求額            円 
 
（振込先） 
(１) 金融機関名  支店等  
(２) 口座種別 普通・当座 
(３) 口座番号  
(４) フリガナ  
   口座名義  
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第 12 号様式（第 18 条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励措置指定企業状況報告書 

 
                                年  月  日  
 
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                指定企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 
     年  月  日付け第   号で指定を受けた指定に係る事業の新規雇用者

及び投下固定資産の状況について、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則

第 18 条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 
記 

指定年月日及び番号 年  月  日  第  号 
名称  
事業  

事業所 

所在地  
新規雇用者数               人 
投下固定資産の変更の有

無 
有・無 
（有の場合にあっては変更の内容） 
 
 
 
 

添付書類 (１) 新規雇用者の住所、氏名、生年月日を記した書類 

(２) 新規雇用者との雇用契約書の写し 

(３) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

（事業主通知用）の写し 

(４) 投下固定資産に変更がある場合にあっては、当該変更を

証する書類 

(５) その他市長が必要と認める書類 
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第 13 号様式（第 19 条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励措置指定企業地位承継承認申請書 

 
                               年  月  日  
 
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                承継企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 
 指定企業の地位の承継の承認を受けたいので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する

条例施行規則第 19 条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 
記 

指定年月日及び番号     年  月  日  第  号 
氏名又は名称 
（代表者氏名） 

 指定企業 

住所又は所在地  
氏名又は名称 
（代表者氏名） 

 承継企業 

住所又は所在地  
年月日     年   月   日 承継 
事由  
名称  
事業  

承継前の事業所 

所在地 鴨川市 
名称  
事業  

承継後の事業所 

所在地 鴨川市 
添付書類 (１) 指定企業の事業を承継した事実を証する書類 

(２) 鴨川市企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書

（別記第２号様式） 

(３) その他市長が必要と認める書類 
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第 14 号様式（第 19 条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励措置指定企業地位承継承認（不承認）決定通知書 

 
                               第     号  
                               年  月  日  
 
          様 
 
                      鴨川市長          印   
 
 
     年  月  日付けで申請のあった指定企業の地位の承継については、下記の

とおり承認する（承認しない）ことに決定したので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関 
する条例施行規則第 19条第３項の規定により通知します。 

 
記 

１ 承認 
指定年月日及び番号     年  月  日  第  号 

氏名又は名称 
（代表者氏名） 

 指定企業 

住所又は所在地  
氏名又は名称 
（代表者氏名） 

 承継企業 

住所又は所在地  
名称  
事業  

承継後の事業所 

所在地 鴨川市 
 
２ 不承認の理由 
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第 15 号様式（第 20 条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励措置指定企業指定取消（停止）通知書 

 
                               第     号  
                               年  月  日  
 
          様 
 
                      鴨川市長          印   
 
 
     年  月  日付け  第  号をもって指定した指定企業については、鴨川

市企業立地及び雇用の促進に関する条例第８条第１項の規定により、下記のとおり指定を

取り消した（停止した）ので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則第

20 条の規定により通知します。 

 
記 

指定年月日及び番号     年  月  日  第  号 
氏名又は名称 
（代表者氏名） 

 指定企業 

住所又は所在地  
名称  
事業  

事業所 

所在地 鴨川市 
取消し（停止）の事由  
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第 16 号様式（第 21 条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励措置奨励金返還通知書 

 
                               第     号  
                               年  月  日  
 
          様 
 
                      鴨川市長          印   
 
 
 下記の奨励金については、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例第８条第２項の

規定により、下記のとおり返還を求めるので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条

例施行規則第 21条第１項の規定により通知します。 
 

記 
    年  月  日付け第  号 

年度分 
    年  月  日付け第  号 

年度分 

企業立地奨励金      

    年  月  日付け第  号 
年度分 

名称 

雇用促進奨励金          年  月  日付け第  号 
年度分 

算定方法  

返還すべき 
奨励金 

金額          円 
返還期限     年   月   日 
返還方法  
返還理由  
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第 17 号様式（第 22 条関係） 

 
鴨川市企業立地奨励措置指定企業操業廃止（休止）届出書 

 
                                年  月  日  
 
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                指定企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 
 下記の事業所の操業を廃止（休止）したので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する

条例施行規則第 22 条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。 
 

記 
指定年月日及び番号     年  月  日  第  号 

名称  
事業  

事業所 

所在地 鴨川市 
年月日     年   月   日 廃止（休止） 
理由  
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第 18 号様式（第 22 条関係） 
 

鴨川市企業立地奨励措置指定企業操業再開届出書 
 
                               年  月  日  
 （あて） 
 鴨川市長 
 
                     住所又は所在地 
                指定企業 氏名又は名称 
                     （代表者氏名）          ㊞ 
 
 下記の事業所の操業を再開したので、鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行

規則第 22条第２項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。 
 

記 
指定年月日及び番号    年  月  日  第  号 

名称  
事業  

事業所 

所在地 鴨川市 
操業再開年月日     年  月  日 
新規雇用者数               人 
投下固定資産の変更の有無 有・無 

（有の場合にあっては変更の内容） 
 
 
 
 

添付書類 (１) 操業再開時における新規雇用者の住所、氏名、生

年月日を記した書類 

(２) 操業再開時における新規雇用者との雇用契約書

の写し 

(３) 操業再開時における新規雇用者の雇用保険被保

険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写し 

(４) 投下固定資産に変更がある場合にあっては、当該

変更を証する書類 
(５) その他市長が必要と認める書類 

 


